
防
研
セ
ミ
ナ
ー

時
代
を
読
み
解
くシリ

ー
ズ

防

研

セ

ミ

ナ

ー
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テーマをさらに深掘り

「防研セミナーブリーフィング」

　執筆者の永福主任研究官

が今回のテーマをさらに深

掘りして解説し、防衛省職

員と突っ込んだ議論を行う

「防研セミナーブリーフィ

ング」が３月�日（金）午

後３時～４時まで、市ヶ谷

のＦ１棟６階「国際会議場」

で開かれます。参加者・聴

講者は隊員に限定します。

ご興味ある方は奮ってご参

加ください。▽問い合わせ

＝防研企画調整課�―３２６８

―３１１１（内線２９１７７）まで。

国

の

支

援

を

巡

る

国

際

法

上

の

評

価

　

ロ

シ

ア

に

よ

る

ウ

ク

ラ

イ

ナ

へ

の

侵

略

を

契

機

に

２

０

２

２

年

２

月

�

日

か

ら

始

ま

っ

た

両

国

間

の

武

力

紛

争

は

２

月

下

旬

で

４

年

目

に

入

っ

た

が

、

こ

の

武

力

紛

争

に

関

し

最

近

耳

目

を

集

め

て

い

る

事

案

の

一

つ

に

北

朝

鮮

兵

の

戦

闘

参

加

が

挙

げ

ら

れ

る

。

　

北

朝

鮮

は

従

来

か

ら

ロ

シ

ア

に

対

ウ

ク

ラ

イ

ナ

戦

用

兵

器

を

提

供

し

て

い

る

よ

う

だ

が

、

報

道

等

に

よ

る

と

、

�

年

�

月

以

来

、

自

国

軍

兵

士

を

戦

闘

に

参

加

さ

せ

て

い

る

（

さ

せ

て

い

た

？

）

よ

う

で

あ

る

。

　

も

っ

と

も

、

日

本

や

韓

国

、

さ

ら

に

は

米

国

を

は

じ

め

と

す

る

Ｎ

Ａ

Ｔ

Ｏ

諸

国

も

ウ

ク

ラ

イ

ナ

を

支

援

し

て

い

る

が

、

国

際

法

に

照

ら

し

た

場

合

、

北

朝

鮮

に

よ

る

ロ

シ

ア

支

援

と

日

本

な

ど

に

よ

る

ウ

ク

ラ

イ

ナ

支

援

の

評

価

は

同

じ

で

あ

ろ

う

か

。

戦

争

の

違

法

化

と

武

力

不

行

使

原

則

　

第

１

次

世

界

大

戦

前

、

す

な

わ

ち

、

戦

争

が

国

際

法

上

「

合

法

」

と

さ

れ

た

時

代

、

あ

る

国

が

別

の

国

に

開

戦

宣

言

を

行

い

両

国

間

が

戦

争

状

態

に

入

る

と

、

当

該

戦

争

に

関

し

、

戦

時

国

際

法

と

い

う

分

野

の

国

際

法

が

適

用

さ

れ

た

。

　

戦

時

国

際

法

は

、

戦

闘

方

法

等

に

つ

い

て

交

戦

国

間

の

行

為

を

規

律

す

る

「

交

戦

法

規

」

と

交

戦

国

と

中

立

国

間

の

関

係

を

規

律

す

る

「

中

立

法

規

」

か

ら

な

り

、

中

立

法

規

上

、

▽

避

止

（

交

戦

国

に

軍

事

的

支

援

や

便

宜

を

与

え

な

い

こ

と

）

、

▽

防

止

（

中

立

国

領

域

が

交

戦

国

に

戦

争

目

的

で

利

用

さ

れ

な

い

よ

う

に

す

る

こ

と

）

、

▽

黙

認

（

戦

時

国

際

法

で

認

め

ら

れ

る

交

戦

国

の

行

為

に

よ

る

中

立

国

や

そ

の

国

民

の

損

害

を

甘

受

す

る

こ

と

）

―

―

が

中

立

国

の

義

務

と

さ

れ

た

。

　

こ

の

よ

う

な

義

務

、

特

に

、

避

止

義

務

や

防

止

義

務

の

背

景

に

は

、

戦

争

を

行

う

こ

と

は

国

家

の

自

由

で

あ

り

、

戦

争

に

訴

え

る

こ

と

が

正

当

か

否

か

は

国

際

法

上

問

題

と

さ

れ

ず

、

そ

れ

ゆ

え

戦

争

に

訴

え

た

国

も

訴

え

ら

れ

た

国

も

交

戦

国

と

し

て

は

平

等

で

あ

り

、

中

立

国

は

交

戦

国

双

方

に

公

平

な

立

場

を

と

ら

ね

ば

な

ら

な

い

と

い

う

原

理

が

国

際

法

に

取

り

入

れ

ら

れ

、

第

１

次

世

界

大

戦

前

ま

で

の

国

際

社

会

を

規

律

し

て

い

た

と

い

う

事

情

が

あ

っ

た

。

　

し

た

が

っ

て

、

第

１

次

世

界

大

戦

前

の

国

際

法

の

下

で

は

、

中

立

国

が

交

戦

国

に

対

し

軍

事

的

支

援

や

便

宜

を

与

え

て

も

、

中

立

義

務

違

反

と

し

て

責

任

追

及

を

受

け

る

に

と

ど

ま

り

、

国

際

違

法

行

為

へ

の

加

担

を

理

由

に

責

任

追

及

さ

れ

る

こ

と

は

理

論

上

基

本

的

に

な

か

っ

た

。

　

し

か

し

な

が

ら

、

第

１

次

世

界

大

戦

後

に

な

る

と

、

当

該

戦

争

の

惨

禍

を

踏

ま

え

、

１

９

２

８

年

の

不

戦

条

約

定

立

な

ど

に

よ

り

戦

争

の

違

法

化

が

進

め

ら

れ

、

さ

ら

に

第

２

次

世

界

大

戦

の

惨

禍

を

踏

ま

え

、

そ

れ

は

安

全

保

障

理

事

会

の

決

議

に

よ

る

場

合

と

自

衛

権

の

行

使

の

場

合

を

例

外

と

し

て

「

武

力

行

使

を

禁

止

す

る

」

と

い

う

国

際

連

合

憲

章

下

で

の

武

力

不

行

使

原

則

と

し

て

強

化

さ

れ

た

。

　

そ

し

て

、

１

９

７

０

年

の

友

好

関

係

原

則

宣

言

（

国

連

総

会

決

議

�

／

２

６

２

５

）

で

は

、

武

力

不

行

使

が

国

際

法

の

原

則

の

一

つ

と

し

て

明

示

さ

れ

る

に

至

っ

た

。

こ

の

よ

う

に

、

現

代

国

際

法

で

は

戦

争

の

違

法

・

武

力

不

行

使

が

基

本

原

則

と

な

っ

て

い

る

。

　

よ

っ

て

、

現

代

国

際

法

の

下

で

は

、

国

家

間

で

武

力

紛

争

が

生

起

し

た

場

合

、

安

保

理

決

議

ま

た

は

自

衛

権

の

い

ず

れ

に

も

基

づ

か

ず

武

力

を

行

使

し

た

側

の

国

は

、

理

論

上

、

当

該

武

力

行

使

に

関

し

国

際

違

法

行

為

と

し

て

責

任

を

追

及

さ

れ

得

る

。

　

そ

れ

ゆ

え

、

他

国

の

当

該

武

力

行

使

に

関

し

て

軍

事

的

支

援

や

便

宜

を

与

え

た

国

は

、

理

論

上

、

国

際

違

法

行

為

へ

の

加

担

と

し

て

共

犯

的

な

責

任

を

、

ま

た

、

支

援

内

容

に

よ

っ

て

は

共

同

正

犯

的

な

責

任

を

追

及

さ

れ

得

る

。

た

だ

し

、

武

力

行

使

（

戦

闘

）

に

よ

る

惨

禍

局

限

の

観

点

か

ら

、

交

戦

法

規

そ

れ

自

体

と

そ

の

交

戦

者

へ

の

平

等

適

用

の

原

則

は

、

現

在

も

基

本

的

に

維

持

さ

れ

て

い

る

。

　

他

方

、

戦

争

の

違

法

・

武

力

不

行

使

原

則

の

確

立

は

中

立

法

規

に

影

響

を

与

え

な

か

っ

た

の

だ

ろ

う

か

。

こ

の

点

に

関

す

る

明

示

の

実

定

国

際

法

規

則

は

無

い

が

、

学

説

上

、

現

代

国

際

法

の

下

で

は

、

違

法

な

武

力

行

使

に

訴

え

た

国

は

、

も

は

や

第

三

国

に

対

し

中

立

義

務

の

順

守

を

要

求

し

得

ず

、

第

三

国

は

違

法

な

武

力

行

使

に

訴

え

た

国

と

被

害

国

と

を

区

別

し

て

不

公

平

な

措

置

を

と

る

こ

と

が

可

能

で

あ

り

、

違

法

な

武

力

行

使

に

訴

え

た

国

は

そ

の

よ

う

な

不

公

平

な

措

置

を

違

法

と

非

難

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

す

る

説

が

有

力

で

あ

る

。

当

該

趣

旨

を

示

し

た

も

の

と

し

て

、

例

え

ば

１

９

３

４

年

の

国

際

法

協

会

「

ブ

ダ

ペ

ス

ト

解

釈

決

議

」

が

あ

る

。

北

朝

鮮

に

対

す

る

法

的

責

任

の

追

及

　

２

０

２

２

年

以

来

の

ウ

ク

ラ

イ

ナ

に

対

す

る

ロ

シ

ア

の

武

力

行

使

は

安

保

理

決

議

に

基

づ

く

も

の

で

は

な

く

、

自

衛

権

に

も

基

づ

く

も

の

と

も

説

明

し

得

な

い

。

ま

た

、

ロ

シ

ア

の

侵

略

を

非

難

す

る

決

議

は

国

連

安

保

理

で

は

ロ

シ

ア

の

拒

否

権

行

使

に

よ

り

否

決

さ

れ

た

が

、

国

連

総

会

で

は

１

９

３

加

盟

国

中

、

１

４

１

カ

国

の

賛

成

で

（

侵

略

を

遺

憾

と

す

る

）

決

議

が

可

決

さ

れ

た

。

よ

っ

て

、

ロ

シ

ア

の

当

該

武

力

行

使

は

明

確

に

国

際

法

違

反

と

言

い

得

る

。

　

そ

れ

ゆ

え

、

北

朝

鮮

が

兵

器

提

供

に

よ

り

ロ

シ

ア

の

当

該

武

力

行

使

を

支

援

し

て

い

る

こ

と

ほ

う

は

、

国

際

違

法

行

為

の

幇

助

で

あ

り

、

国

際

法

上

（

共

犯

的

）

違

法

と

解

さ

れ

る

。

　

ま

た

、

自

国

兵

員

を

派

遣

し

て

戦

闘

に

参

加

さ

せ

て

い

る

こ

と

は

、

実

質

的

に

違

法

な

武

力

行

使

を

ロ

シ

ア

と

共

同

実

行

し

て

い

る

こ

と

に

な

り

、

国

際

法

上

（

共

同

正

犯

的

）

違

法

と

解

さ

れ

る

。

し

た

が

っ

て

、

ウ

ク

ラ

イ

ナ

は

北

朝

鮮

に

対

し

、

当

該

関

与

に

係

る

国

際

法

上

の

責

任

追

及

が

可

能

と

解

さ

れ

る

。

　

他

方

、

上

述

の

学

説

に

照

ら

せ

ば

、

日

本

な

ど

に

よ

る

ウ

ク

ラ

イ

ナ

へ

の

支

援

は

国

際

法

上

合

法

で

あ

り

、

そ

れ

ゆ

え

ロ

シ

ア

は

こ

れ

を

中

立

義

務

違

反

と

し

て

非

難

で

き

ず

、

中

立

義

務

順

守

要

求

と

し

て

当

該

支

援

中

止

を

日

本

な

ど

に

求

め

る

権

利

も

な

い

と

解

さ

れ

る

。

　

こ

の

よ

う

に

、

ウ

ク

ラ

イ

ナ

・

ロ

シ

ア

紛

争

へ

の

他

国

の

関

与

は

対

象

国

や

関

与

形

態

に

よ

り

国

際

法

上

の

評

価

が

異

な

り

得

る

た

め

、

当

該

紛

争

を

分

析

検

討

す

る

際

は

、

こ

の

点

に

留

意

す

る

必

要

が

あ

る

だ

ろ

う

。


